
別紙１（安定型） 

安定型 産業廃棄物性状表 

 

 

 

 

排 出 事 業 者 名  発生場所  

産業廃棄物の種類 

□がれき類 

□ガラスくず・コンクリートくず（がれき類除く）・陶磁器くず 

□廃プラスチック類 

□ゴムくず（天然ゴムのみ） 

□金属くず 

産業廃棄物の形状 

□がれき類の最大径は概ね３０ｃｍ以下で、且つ中空の状態でない 

□ガラスくず・コンクリートくず（がれき類除く）・陶磁器くずの最大径は 

概ね３０ｃｍ以下で、且つ中空の状態でない 

□廃プラスチック類の最大径は概ね１５ｃｍ以下で、且つ中空の状態でない 

□その他（                  ） 

産 業 廃 棄 物 の 

発 生 工 程 
 

受 入 不 可 品 の 

チ ェ ッ ク 

注意 : 一つでも該当が有れば、処分できません 

・水銀使用製品産業廃棄物の混入  □無 
・未処理の有機性汚泥、木くず（木質系セメント板を除く）、紙くず、 
繊維くず、動植物性残渣、動物のふん尿、動物の死体及び廃油 
の混入                                      □無 
・著しい悪臭を発するもの  □無 
・著しい飛散性があるもの  □無 
・海面に浮遊するもの  □無 
・石綿含有産業廃棄物の混入  □無 
・廃石膏ボード類の混入  □無 
・毒物及び劇物取締法第２条に規定する毒物、劇物及び特定毒物 
の混入  □無 
・農薬取締法第 1条の２に規定する農薬の混入  □無 
・著しい発色性を有するもの  □無 
・著しい発泡性を有するもの  □無 
・油分を含むもの  □無 
・環境保全上支障を来たすおそれのあるもの  □無 
・埋立作業に支障を来たすおそれのあるもの  □無 

添 付 資 料 
□産業廃棄物の写真 

□その他（                           ） 

搬 入 形 態 
□バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □メッシュ袋 

□その他(                                       ) 

特記事項 

新南陽 



別紙１（安定型） 

安定型 産業廃棄物性状表 

 

 

排 出 事 業 者 名 ○○○○株式会社 発生場所 ○○市工事現場 

産業廃棄物の種類 

☑がれき類 

□ガラスくず・コンクリートくず（がれき類除く）・陶磁器くず 

□廃プラスチック類 

□ゴムくず（天然ゴムのみ） 

□金属くず 

産業廃棄物の形状 

☑がれき類の最大径は概ね３０ｃｍ以下で、且つ中空の状態でない 

□ガラスくず・コンクリートくず（がれき類除く）・陶磁器くずの最大径は 

概ね３０ｃｍ以下で、且つ中空の状態でない 

□廃プラスチック類の最大径は概ね１５ｃｍ以下で、且つ中空の状態でない 

□その他（                  ） 

産 業 廃 棄 物 の 

発 生 工 程 

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種の廃材のコンクリート破片、レン

ガ破片、瓦破片等 

受 入 不 可 品 の 

チ ェ ッ ク 

注意 : 一つでも該当が有れば、処分できません 

・水銀使用製品産業廃棄物の混入  ☑無 
・未処理の有機性汚泥、木くず（木質系セメント板を除く）、紙くず、 
繊維くず、動植物性残渣、動物のふん尿、動物の死体及び廃油 
の混入                                      ☑無 
・著しい悪臭を発するもの  ☑無 
・著しい飛散性があるもの  ☑無 
・海面に浮遊するもの  ☑無 
・石綿含有産業廃棄物の混入  ☑無 
・廃石膏ボード類の混入  ☑無 
・毒物及び劇物取締法第２条に規定する毒物、劇物及び特定毒物 
の混入  ☑無 
・農薬取締法第 1条の２に規定する農薬の混入  ☑無 
・著しい発色性を有するもの  ☑無 
・著しい発泡性を有するもの  ☑無 
・油分を含むもの  ☑無 
・環境保全上支障を来たすおそれのあるもの  ☑無 
・埋立作業に支障を来たすおそれのあるもの  ☑無 

添 付 資 料 
□産業廃棄物の写真 

□その他（                           ） 

搬 入 形 態 
□バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □メッシュ袋 

□その他(                                       ) 

特記事項 

記 入 例 


